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外国人患者受入れ医療機関認証制度 

お 申 込 み か ら 認 証 ま で の 流 れ 

１．当ホームページの受審申込みフォームへ入力してお申込みください。 

２．お申込み確認後、審査に関する契約の締結を行います。 

３．請求書をお送りいたしますので、１０日以内に評価料（申込金）をお振込みくだ

さい。 

１．契約締結の後、書面調査用書類をJMIPホームページからダウンロードして作

成し、送付してください。 

【提出書類  ①「現況調査票」 ②「事前提出資料」 ③「自己評価票」】 

１．受審医療機関と認定調査員のスケジュールを調整し、「訪問調査日決定通知」

をお送りします。調査日の１．５カ月前までに送付します。 

２．請求書を同封しますので、１０日以内に評価料（残金）を振込みください。 

１．書面調査の内容をもとに、訪問調査を実施いたします。 

２．認定調査員３名が受審医療機関を訪問し、２日間（※）調査を行います。 

１．「中間結果報告」の評価に「Ｃ」があった場合、「改善要望書」に基づいて

改善を行うことで「補充的調査」を申し込むことができます。 

２．補充的調査評価料お振込みの後に訪問調査日程の調整を行います。 

１．審査結果をもとに、当財団において「認証」または「認証留保」の判定を行

います。 

 

１．書面調査および訪問調査の結果を取り纏め、「中間結果報告」を行います。 

補充的調査 

１．「認証留保」の判定の場合「改善要望書」を送ります。改善の後再審査が受け

られます。状況により書面提出のみ、または再訪問調査（認定調査員 1 名・訪問

調査１日）を実施するケースがあります。 

２．再審査評価料お振込みの後に再訪問調査日程の調整を行います。 

１．認証：「認証書」を送付します。認証期間３年間です。 

２．認証留保：改善点がある場合「認証留保」となります。 

①②：調査日の２ヵ月前

の 1 日までに提出 

③：調査日の１ヵ月前の1

日までに提出 

１．５ヵ月前に日程決定 

２日間（※）の日程で

訪問調査実施 

調査後１．５ヵ月で連絡

申込みから補充的調

査実施まで１ヵ月～２

ヵ月程度 

訪問調査または補充

的調査実施後、２ヵ月

～３ヵ月で結果通知の

送付 

基本的な審査の流れと所要期間の目安です。「訪問調査希望月」をもとにスケジュールをお立てください。 

年   月 

年   月 

年   月 

年   月 

訪問調査希望月から

４ヵ月以上前に申込み

  年  月

再 審 査 

申込み～ご契約 

 

書 面 調 査 

訪問調査日の調整 

訪 問 調 査 

中間結果報告 

最 終 判 定 

審査結果通知 

再審査申込みから 

再訪問調査まで１ヵ月～

２ヵ月程度 

年   月 

年   月 

Japan Medical Service Accreditation for International Patients 

※ 健診施設の場合、１日間の訪問調査となります。 


